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     令和５年１２月１８日（藤枝市地域公共交通会議承認） 

 

 

 



１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する路線の詳細  

 

（１）フィーダ―補助金対象路線の概要（R5 年 4 月現在） 

位置
付け 

路線名 起点 経由地 終点 
事業許可

区分 
運行 
態様 

実施主体 

幹
線
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク 

志太温泉線 藤枝駅前 金吹橋 藤枝駅前 

4 条 

乗合 

路
線
定
期
運
行 

しずてつ 

ジャストライン㈱ 

拠
点
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

藤枝駅ゆらく線 藤枝駅前 金吹橋 

筈の木橋・

瀬戸谷温

泉ゆらく前 

藤枝市 

（吉田観光㈱） 

藤岡地区 

乗合タクシー 
藤岡地区 

蓮華寺池

公園入口 

藤枝市立

総合病院 

区
域
運
行 

藤枝市 

（志太交通㈱・ 

静鉄タクシー㈱・ 

丸新交通㈱） 

藤枝駅広幡線 
静清高校

前 
平島団地 藤枝駅前 

藤枝駅光洋台線 瀬戸消防団前 光洋台 藤枝駅前 

五十海市立 

総合病院線 
時ケ谷 

藤枝市役

所南口 

藤枝市立

総合病院 
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藤枝市地域内フィーダー系統路線図 

 
志太温泉線 
 
藤枝駅ゆらく線 
 
藤岡地区乗合タクシー 
 
藤枝駅広幡線 
 
藤枝駅光洋台線 
 
五十海市⽴病院線 



（２）地域公共交通における役割及び地域公共交通確保維持改善事業の必要性 

路線名 
地域公共交通における役割及び 

地域公共交通確保維持改善事業の必要性 
確保維持策 
（公的補助） 

志太温泉線 

・JR 藤枝駅と藤枝市役所や周辺部の居住地を連絡する路線 

・JR 藤枝駅では他路線への接続により広域への移動も可能とし、広域路

線を補完する。 

・自治体や事業者の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確

保維持事業により運行の確保・維持が必要 

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金 

藤枝駅ゆらく線 

・JR 藤枝駅、藤枝市立総合病院と中山間地区の瀬戸谷、稲葉地区を結

ぶ路線 

・JR 藤枝駅、藤枝市立総合病院では他路線への接続により広域への移

動も可能とし、広域路線を補完する。 

・自治体や事業者の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確

保維持事業により運行の確保・維持が必要 

藤岡地区 

乗合タクシー 

・藤岡、清里、高田地区から藤枝市立総合病院に至る区域運行による乗

合タクシー路線 

・指定施設である、藤枝大手、蓮華寺公園入口、千才のバス停留所に加

え、市保健センター、藤枝市立総合病院への通院などに利用されてい

る。 

・藤枝市立総合病院では他路線への接続により広域への移動も可能と

し、広域路線を補完する。    

・自治体の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保・維持する必要がある。 

藤枝駅広幡線 

・市東部の三輪、広幡、西益津地区と JR 藤枝駅を連絡する区域運行に

よる乗合タクシー路線 

・沿線の通院、買い物等で利用されるとともに、JR 藤枝駅では他路線へ

の接続により広域への移動も可能とし、広域路線を補完する。 

・自治体の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保・維持する必要がある。 

藤枝駅光洋台線 

・青島地区西部と JR 藤枝駅を連絡する区域運行による乗合タクシー路

線 

・沿線の通院、買い物等で利用されるとともに、JR 藤枝駅では他路線へ

の接続により広域への移動も可能とし、広域路線を補完する。 

・自治体の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保・維持する必要がある。 

五十海市立 

総合病院線 

・時ケ谷、藤枝地区と藤枝市立総合病院を連絡する区域運行による乗合

タクシー路線 

・沿線の通院、買い物等で利用されるとともに、藤枝市立総合病院では

他路線への接続により広域への移動も可能とし、広域路線を補完する。 

・自治体の運営努力だけでは維持が難しく、地域公共交通確保維持事

業により運行を確保・維持する必要がある。 
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